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○

金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
最
終
指
定
親
会
社
が
経
営
の
健
全
性
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
二
年
金
融

庁
告
示
第
百
三
十
二
号
）

改

正

案

現

行

金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
最
終
指
定
親
会
社
が
自
己
資
本

金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
最
終
指
定
親
会
社
が
経
営
の
健

の
充
実
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
件

全
性
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
件

（
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
）

（
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
）

第
二
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
百
八
条
の
二
十
八
第
一

第
二
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
百
八
条
の
二
十
八
第
一

項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
（
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係

項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
は
、
最
終
指
定
親
会
社
が
連
結
自

る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
最
終
指
定
親
会
社
が
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示

己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
を
算

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
を
算
出
す
る
場
合
と
す
る
。

出
す
る
場
合
と
す
る
。

（
事
業
年
度
の
記
載
事
項
）

（
事
業
年
度
の
記
載
事
項
）

第
三
条

当
該
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
末
日
が
事
業
年
度
の
末
日
で
あ
る
場

第
三
条

当
該
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
末
日
が
事
業
年
度
の
末
日
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の

合
に
お
い
て
、
金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
七
条
の
十
七
第
二
項
の
経
営
の
健
全

十
七
第
二
項
の
経
営
の
健
全
性
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
（
前
条
の
規
定
に
該

性
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
（
前
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
最
終
指
定
親

当
す
る
場
合
に
最
終
指
定
親
会
社
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な

会
社
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
面
に
限
る
。
以
下

ら
な
い
書
面
に
限
る
。
以
下
「
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
」

「
経
営
の
健
全
性
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
自
己
資
本

と
い
う
。
）
に
は
、
自
己
資
本
の
構
成
に
関
す
る
開
示
事
項
、
定
性
的
な
開
示

の
構
成
に
関
す
る
開
示
事
項
、
定
性
的
な
開
示
事
項
及
び
定
量
的
な
開
示
事
項

事
項
及
び
定
量
的
な
開
示
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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５

会
社
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
第
一
号
の
額
を
直
近
に
終
了
し
た
事
業
年
度
末
の

５

会
社
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
第
一
号
の
額
を
直
近
に
終
了
し
た
事
業
年
度
末
の

為
替
レ
ー
ト
で
ユ
ー
ロ
に
換
算
し
て
得
ら
れ
た
も
の
が
二
千
億
ユ
ー
ロ
を
超
え

為
替
レ
ー
ト
で
ユ
ー
ロ
に
換
算
し
て
得
ら
れ
た
も
の
が
二
千
億
ユ
ー
ロ
を
超
え

る
も
の
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
会
社
グ
ル
ー
プ
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
指
定
す

る
も
の
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
会
社
グ
ル
ー
プ
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
指
定
す

る
も
の
に
係
る
第
一
項
の
定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

る
も
の
に
係
る
第
一
項
の
定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

金
融
機
関
等
（
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保

二

金
融
機
関
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品

険
会
社
、
中
央
清
算
機
関
、
年
金
基
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
業
を
営

取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
中
央
清
算
機
関
、
年
金
基
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

む
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
向
け

す
る
事
業
を
営
む
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て

与
信
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
の
残
高
の
合
計
額

同
じ
。
）
向
け
与
信
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
の
残
高
の
合
計
額

イ

金
融
機
関
等
向
け
預
金
及
び
貸
出
金
の
額
（
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
未
引

イ

金
融
機
関
等
向
け
預
金
及
び
貸
出
金
の
額
（
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
未
引

出
額
を
含
む
。
）

出
額
を
含
む
。
）

ロ

金
融
機
関
等
が
発
行
し
た
有
価
証
券
（
担
保
付
社
債
、
一
般
無
担
保
社

ロ

金
融
機
関
等
が
発
行
し
た
有
価
証
券
（
担
保
付
社
債
、
一
般
無
担
保
社

債
、
劣
後
債
、
短
期
社
債
、
譲
渡
性
預
金
及
び
株
式
を
い
う
。
第
四
号
に

債
、
劣
後
債
、
短
期
社
債
、
譲
渡
性
預
金
及
び
株
式
を
い
う
。
第
四
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
保
有
額

お
い
て
同
じ
。
）
の
保
有
額

ハ

金
融
機
関
等
と
の
レ
ポ
形
式
の
取
引
の
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ハ

金
融
機
関
等
と
の
レ
ポ
形
式
の
取
引
の
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
額
（
法
的
に
有
効
な
相
対
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
契
約
の
効
果
を
勘
案
で
き

ー
の
額
（
法
的
に
有
効
な
相
対
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
契
約
の
効
果
を
勘
案
で
き

る
も
の
と
し
、
零
を
下
回
ら
な
い
も
の
に
限
る
。
）

る
も
の
と
し
、
零
を
下
回
ら
な
い
も
の
に
限
る
。
）

ニ

法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
及
び
同
条
第
八
項
第

ニ

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
及
び

三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場
（
次
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て

同
条
第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場
（
次
号
及
び
第

「
金
融
商
品
市
場
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
ら
な
い
で
行
う
金
融
機
関
等
と

八
号
に
お
い
て
「
金
融
商
品
市
場
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
ら
な
い
で
行
う

の
派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
に
係
る
公
正
価
値
評
価
額
及

金
融
機
関
等
と
の
派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
に
係
る
公
正

び
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
で
計
算
し
た
ア
ド
オ
ン
の
額
（

価
値
評
価
額
及
び
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
で
計
算
し
た
ア
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法
的
に
有
効
な
相
対
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
契
約
の
効
果
を
勘
案
で
き
る
も
の
と

ド
オ
ン
の
額
（
法
的
に
有
効
な
相
対
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
契
約
の
効
果
を
勘
案

し
、
零
を
下
回
ら
な
い
も
の
に
限
る
。
）

で
き
る
も
の
と
し
、
零
を
下
回
ら
な
い
も
の
に
限
る
。
）

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

七

直
近
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
お
け
る
債
券
及
び
株
式
に
係
る
引
受
け
（

七

直
近
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
お
け
る
債
券
及
び
株
式
に
係
る
引
受
け
（

法
第
二
条
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
引
受
け
を
い
う
。
）
の

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
引
受
け

年
間
の
合
計
額

を
い
う
。
）
の
年
間
の
合
計
額

八
～
十
二

（
略
）

八
～
十
二

（
略
）

（
中
間
事
業
年
度
の
記
載
事
項
）

（
中
間
事
業
年
度
の
記
載
事
項
）

第
四
条

前
条
（
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の

第
四
条

前
条
（
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
の

規
定
は
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
末
日
が
中
間
事
業
年
度
（
事
業
年

規
定
は
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
末
日
が
中
間
事
業
年
度
（
事
業
年

度
の
前
半
の
六
月
間
を
い
う
。
）
の
末
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
自
己
資
本
の

度
の
前
半
の
六
月
間
を
い
う
。
）
の
末
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
経
営
の
健
全

充
実
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

性
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準

準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
定
性
的
な
」
と

用
す
る
第
三
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
定
性
的
な
」
と
あ

あ
る
の
は
「
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
の

る
の
は
「
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
の
定

定
性
的
な
」
と
、
同
項
第
十
一
号
中
「
連
結
貸
借
対
照
表
の
各
科
目
の
額
及
び

性
的
な
」
と
、
同
項
第
十
一
号
中
「
連
結
貸
借
対
照
表
の
各
科
目
の
額
及
び
こ

こ
れ
ら
の
科
目
が
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
の
各
科
目

れ
ら
の
科
目
が
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
の
各
科
目
の

の
額
及
び
こ
れ
ら
の
科
目
が
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第

額
及
び
こ
れ
ら
の
科
目
が
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三

三
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
定
量
的
な
」
と
あ
る
の
は
「

条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
定
量
的
な
」
と
あ
る
の
は
「
第

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
の
定
量
的
な
」

四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
の
定
量
的
な
」
と

と
、
同
項
第
二
号
ヘ
中
「
を
い
う
。
第
五
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。

、
同
項
第
二
号
ヘ
中
「
を
い
う
。
第
五
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
」

」
と
あ
る
の
は
「
を
い
う
。
」
と
、
同
項
第
八
号
イ
中
「
連
結
貸
借
対
照
表
」

と
あ
る
の
は
「
を
い
う
。
」
と
、
同
項
第
八
号
イ
中
「
連
結
貸
借
対
照
表
」
と
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と
あ
る
の
は
「
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
」
と
、
同
号
ハ
中
「
連
結
貸
借
対
照
表

あ
る
の
は
「
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
」
と
、
同
号
ハ
中
「
連
結
貸
借
対
照
表
で

で
認
識
さ
れ
、
か
つ
、
連
結
損
益
計
算
書
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
連
結
貸
借
対

認
識
さ
れ
、
か
つ
、
連
結
損
益
計
算
書
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
連
結
貸
借
対
照

照
表
で
認
識
さ
れ
、
か
つ
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
」
と
、
同
号
ニ
中
「
連
結

表
で
認
識
さ
れ
、
か
つ
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
」
と
、
同
号
ニ
中
「
連
結
貸

貸
借
対
照
表
及
び
連
結
損
益
計
算
書
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
連
結
貸
借
対
照
表

借
対
照
表
及
び
連
結
損
益
計
算
書
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
及

及
び
中
間
連
結
損
益
計
算
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

び
中
間
連
結
損
益
計
算
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
記
載
事
項)

（
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
記
載
事
項)

第
五
条

最
終
指
定
親
会
社
は
、
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
ご
と
に
、
自
己
資
本

第
五
条

最
終
指
定
親
会
社
は
、
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
ご
と
に
、
経
営
の
健

の
充
実
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と

全
性
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
な
る
四
半
期
の
末
日

３

第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
な
る
四
半
期
の
末
日

を
基
準
日
と
す
る
連
結
貸
借
対
照
表
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

を
基
準
日
と
す
る
連
結
貸
借
対
照
表
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項

項
の
規
定
に
基
づ
く
有
価
証
券
報
告
書
、
法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
の

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
有
価
証
券
報
告
書
、
同
法
第
二
十
四
条
の

規
定
に
基
づ
く
四
半
期
報
告
書
又
は
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基

四
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
四
半
期
報
告
書
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
五

づ
く
半
期
報
告
書
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
記
載
す
る
こ
と
を
要

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
半
期
報
告
書
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、

し
な
い
。

記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


